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議案第４１号 

 

 

    監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 

  次の者を杵築市監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同 

意を求める。 

 

 

令和５年６月３０日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 

 

 

住  所  杵築市■■■■■■■■■■ 

氏  名  二 宮 健 太 郎 
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報告第２８号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ

うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 
 
 
令和５年６月３０日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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専 決 処 分 書      
 

本市が管理する市道上で発生した物損事故について、地方自治

法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 
令和５年６月１６日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
             

記 
 

市は、相手方に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決

定し、和解する。 
 

１ 損害賠償の相手方  住所 ■■■■■■■■■■■■■■

■■■■ 
          氏名 ■■■■■■■ 
 

２ 事故発生年月日   令和５年６月４日 
 

３ 事故発生場所    杵築市山香町大字久木野尾 
市道 下切井手ノ上線 

 
４ 事故原因・状況 
   相手方車両が上記の道路を走行中、アスファルト舗装が剥

がれてできた穴ぼこに車両右前部の車輪がはまり、タイヤを

損傷した。 
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 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
    市の過失割合は１００％となり、市は、損害賠償金として、

相手方車両の修繕料４５，４３０円を支払う。 
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報告第２９号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ

うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 
 
 
令和５年６月３０日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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専 決 処 分 書      
 

本市職員が公務中に起こした人身事故について、地方自治法第

１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 
令和５年６月１６日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
             

記 
 

市は、相手方に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決

定し、和解する。 
 

１ 損害賠償の相手方   
（物件損害）住所 ■■■■■■■■■■ 

          氏名 ■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■

■ 
（人身損害）住所 ■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■ 
氏名 ■■■■■■■ 

 
２ 事故発生年月日   令和５年２月２２日 

 
３ 事故発生場所    別府市大字鶴見 

県道１１号 
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４ 事故原因・状況 
   上記場所にて、本市職員が公用車で側道から右折しようと

したところ、本線を走行中の相手方車両と出合い頭の衝突を

した。 
 

 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
    事故の責任割合は、市が９０％、相手方が１０％となり、

相手方車両の修繕料４１０，０００円の９０％である３６９ 
，０００円とレッカー移動費２８，７１０円の９０％である

２５，８３９円の合計額３９４，８３９円を市が相手方に支

払い、公用車の損害額１９９，０１５円の１０％である１９ 
，９０２円を相手方が市に支払う。 

    また、相手方の治療費及び人身損害に関するその他一切の

損害賠償として、４９，３３８円を市が相手方に支払う。 
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報告第３０号 
 
 

専決処分の報告について 
 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により、議会において指定されている事項について、別紙のよ

うに専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 
 
 
令和５年６月３０日提出 
 
 

                杵築市長  永 松  悟 
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専 決 処 分 書      
 

本市職員が公務中に起こした物損事故について、地方自治法第

１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 
令和５年６月２０日 
 

                杵築市長  永 松  悟 
             

記 
 

市は、相手方に与えた事故による損害賠償の額を次のとおり決

定し、和解する。 
 

１ 損害賠償の相手方  住所 ■■■■■■■■■■■■■■

■ 
          氏名 ■■■■■■■■■ 
 

２ 事故発生年月日   令和５年５月２２日 
 

３ 事故発生場所    杵築市大字大内 
杵築市立大内小学校校門付近 

 
４ 事故原因・状況 
   上記場所にて、本市職員が除草作業中、給食の配送に訪れ

ていた相手方車両に飛び石が当たり、車両左側後部座席の窓

ガラス１枚を破損させた。 
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 ５ 示談の内容及び損害賠償の額 
    市の過失割合は１００％となり、市は、損害賠償金として、

相手方車両の修繕料３８，０６０円を支払う。 
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